
熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金交付要綱 

（令和２年４月１日決裁） 

（令和５年４月１日一部改正） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き店舗等活用の事業運営を支援し活用の促進を図ることを通

じて、地域商業の活性化と市民の暮らしやすさの向上に資することを目的として、

市が予算の範囲内で交付する空き店舗等活用支援事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）について必要な事項を定める。 

２ 前項の補助金に関しては、熊谷市補助金等の交付手続き等に関する規則（平成１

７年規則第５９号。以下「規則」という。）に定めるほか、この要綱に定めるところ

による。 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 空き店舗等 次に掲げる要件の全てを満たす施設をいう。 

ア 熊谷市立地適正化計画における都市機能誘導区域内又は都市計画法に基づく 

熊谷市内の商業地域若しくは近隣商業地域内に所在し、６か月以上使用されてい

ない空き店舗、空き家等 

 イ 路面店又は居住用用途でない建物における２階以下の建物内店舗 

 ウ 大型商業施設等のテナント型店舗でないもの 

⑵ 事業サポート機関 空き店舗等活用を促すための環境づくりを進め、事業者の計

画づくりを支援し、円滑かつ着実な事業化推進を図るための機関で、熊谷商工会議

所及びくまがや市商工会をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、新たに商業等を営も

うとする者又は既に商業等を営む者のうち、空き店舗等に出店しようとする者であっ

て、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

⑴ １週間あたり４日以上昼間の営業ができる者 

⑵ 市税等を滞納していない者 

⑶ 「まち元気」熊谷市商品券発行事業実施要綱等に基づく地域経済の活性化施策の

取扱登録店になろうとする意欲がある者 

⑷ 商店街等の会員になろうとする意欲がある者 



２ 前項に規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除

外する。 

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に定める「風俗営業」を行おうとする者 

⑵ 熊谷市内において、店舗を移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗とした       

 者 

⑶ この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがある者 

⑷ 空き店舗等の所有者、当該所有者の生計同一者若しくは２親等以内の親族又はこ

れらの者が所属する法人 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関

係を有する者 

⑹ 開業に際して法律に基づく必要な資格を有しない者 

⑺ その他市長が不適切と認める営業を行う者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が行う小売業、飲食業、サービス

業、地域コミュニティ醸成に寄与する事業又は地域活性化に資すると市長が認める事

業とし、事業サポート機関の経営指導を受け３年以上継続して営業又は運営すること

が見込まれると審査された事業であって、顧客獲得の段階を踏まえ、１件の空き店舗

等で単独の事業者が営業又は運営を行う出店形態とする。 

（事業サポートの委託） 

第５条 市長は、空き店舗等活用を促すための環境づくり及び補助対象者の計画づくり

を専門的な視点から支援し、円滑かつ着実な事業化推進を図るため、熊谷商工会議所

及び くまがや市商工会に事業サポート業務を委託するものとする。 

（補助対象経費等） 

第６条 補助金交付の対象となる経費、補助金交付の額及び限度額は、次に掲げるとお

りとする。 

⑴ 内外装・設備工事費及び開業費 

⑵ １事業当たり５０万円又は実際に要した費用（１千円未満切捨）のいずれか少な

い額を限度とする 

 ⑶ 他に補助金を受けた場合は、助成額を補助対象経費から除外とする 

（補助金交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとするものは、熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助



金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとす

る。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 事業サポート機関の推薦書 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条による申請書を受理したときは、事業の内容、収支の状況等を勘

案し、補助金の交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金

交付決定通知書（様式第２号）により申請者に対し通知するものとする。 

（報告書の提出） 

第９条 補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）が補助事業を

完了したときは、当該補助事業終了後３０日以内に熊谷市空き店舗等活用支援事業費

補助金実績報告書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するもの

とする。 

 ⑴ 事業報告書 

 ⑵ 事業サポート機関の支援報告書 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第１０条 市長は、前条による報告書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金

の額を確定し、熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金確定通知書（様式第４号）に

より補助事業者に対し通知するものとする。 

（補助金の交付請求及び交付） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、事業費別内訳書を添えて、熊

谷市空き店舗等活用支援事業費補助金請求書（様式第５号）を市長に提出するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに

補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 補助事業者は、やむを得ず補助金交付後１年以上継続して営業又は運営する

ことが困難となった場合は、補助金額の５割を返還するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （施行期日） 

２ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （施行期日） 

３ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

４ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （失効に伴う経過措置） 

５ 前項の規定にかかわらず、令和７年３月３１日までに第６条の規定による補助金の

交付申請をした者に係る第４条から第１２条までの規定は、同日後も、なおその効力

を有する。 



様式第１号（第７条関係） 

 

熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

  熊谷市長 氏 名 宛 

 

                  開業地住所 

                  商   号 

                  申請者住所 

                  申請者氏名 

 

熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金の交付を受けたいので、下記のとおり書類

を添えて申請します。 

記 

 

１ 補助金交付申請額   金         円 

２ 添 付 書 類     ⑴  事業計画書 

⑵  事業サポート機関の推薦書 

⑶ その他市長が必要と認める書類  



様式第２号（第８条関係） 

 

熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金交付決定通知書 

 

     第   号 

    年   月   日 

 

 様 

                    熊 谷 市 長 氏 名  ㊞ 

 

  年  月  日付けで申請のあった熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金

については、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定金額   金        円 

２ 支 払 方 法   精算払 

３ 条    件     ⑴ 補助金を他の用途に使用しないこと。 

           ⑵ 補助事業の内容を変更しようとするとき、又は事業を中止

しようとするときは、市長に申し出ること。 



様式第３号（第９条関係） 

 

熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金実績報告書 

 

  年  月  日 

 

 熊谷市長 氏 名 宛 

 

                  開業地住所 

                  商   号 

                  申請者住所 

                  申請者氏名 

 

  年  月  日付け    第   号で熊谷市空き店舗等活用支援事業

費補助金の交付決定を受けた補助事業が完了したので、下記のとおり書類を添えて報告

します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額   金        円 

２ 添 付 書 類    ⑴ 事業報告書 

⑵ 事業サポート機関の支援報告 

⑶ その他市長が必要と認める書類 



様式第４号（第１０条関係） 

 

熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金確定通知書 

 

     第   号 

  年  月  日 

 

  様 

                       熊 谷 市 長 氏 名  ㊞ 

 

  年  月  日付けで実績報告書の提出があった補助事業については、下記

のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補 助 金 の 額    金        円  



様式第５号（第１１条関係） 

  

熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金請求書 

 

 年  月  日 

 熊谷市長 氏 名 宛 

 

                  開業地住所 

                  商   号 

                  申請者住所 

                  申請者氏名 

 

  年  月  日付け    第   号をもって交付決定があった補助金

について、下記のとおり書類を添えて請求します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額   金        円 

２ 請 求 額   金        円 

 

以下の口座への振込みを依頼します。 

金融機関名 
銀行・信用金庫          本店 

農協・信用組合          支店 

預金種目 普通・当座 口座番号（右詰め）        

カナ  

口座名義人  

※印鑑はシャチハタ不可で代表者印または代表者の個人印をご押印ください 

※口座名義人（カナ）は通帳見開き部分のカナをご記入ください 

 


